
平成２９年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No 26 府 省 庁 名     国土交通省     

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（航空機燃料譲与税） 

要望 

項目名 
航空機燃料税の譲与割合の引き上げの延長 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

 

航空機燃料税の収入額の２／１３に相当する額を空港関係市町村及び空港関係都道府県に譲与する。 

 

・特例措置の内容 

航空機燃料税の税率の特例措置の延長に合わせ、航空機燃料税譲与税額の水準を維持するため、航空機燃料

税から航空機燃料税譲与税として譲与される額の割合の引き上げ措置を平成２９年度から３１年度まで３年

間延長する。 

  本  則  航空機燃料税収入額の２／１３ 

  特別措置  航空機燃料税収入額の２／９ 

 

 

※参考：航空機燃料税に係る特別措置の内容（延長・拡充要望） 

１ 航空機燃料に係る航空機燃料税の税額について、平成２９年度から平成３１年度まで、18,000円/㌔㍑ 

（特例適用前26,000円/㌔㍑）とする。（延長） 

２ 租税特別措置法第９０条の８の２に定める沖縄路線航空機」に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃

料税の税額を、平成２９年度から平成３１年度まで、9,000 円/㌔㍑（特例適用前 13,000 円/㌔㍑）とする。

（延長）〈内閣府との共同要望〉 

３ 租税特別措置法第９０条の９に定める「特定離島路線航空機」に積み込まれる航空機燃料に係る航空機 

燃料税の税額について、平成２９年度から平成３１年度まで、13,500円/㌔㍑（特例適用前19,500円/㌔㍑）

とする。（延長） 
３’特定離島路線の指定要件の拡充（拡充） 

   特定離島路線の指定要件に福岡空港と離島とを結ぶ路線を対象とする。 
※拡充の結果「奄美大島＝福岡」「屋久島＝福岡」が対象となる。 

 

 

 

関係条文 

  

  航空機燃料譲与税法 第１条・航空機燃料税法 第１１条 

 航空機燃料譲与税法附則 ２項 

  

 

減収 

見込額 

［初年度］  ―   （  ―  ）  ［平年度］ ―     （  ―  ） 

［改正増減収額］ ―                           （単位：百万円） 
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要望理由 

 

（１）政策目的 

 

 地方自治体による空港周辺の騒音対策等の財源を確保する。 

 

 

（２）施策の必要性 

 

 航空機燃料税譲与税は、空港周辺地域の騒音対策等に充てるため、航空機燃料税収の２／１３に相当する

額を関係する地方自治体に配分するものである。航空機燃料税の軽減措置や航空会社の自助努力などによっ

て「地方創生回廊（低廉で持続可能な航空網）」の構築が進めば、活発な往来から騒音対策の必要性も高まる

一方、譲与割合が２／１３であると、地方自治体への配分総額が約３割減少し、対策財源を十分に確保でき

ない恐れがある。 

 航空機燃料税の軽減措置を始めた平成２３年度から譲与割合は２／９に引き上げられているが、平成２９

年度以降の３年間についても、騒音対策等の財源を従前と同水準に維持するよう、引き上げ措置を延長する

必要がある。 

  

本要望に 

対応する 

縮減案 

 

 ― 
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合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

 

― 

政策の 

達成目標 

 

― 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

 

― 

同上の期間中

の達成目標 

 

― 

政策目標の 

達成状況 

 

― 

 

 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

 

―  

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

 

― 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

 

 

― 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

 

― 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

 

― 

要望の措置の 

妥当性 

 

― 
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税負担軽減措置等の 

適用実績 

 

― 

 

 

 

 

 

 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

― 

税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

 

― 

前回要望時の 

達成目標 

 

 

― 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の理

由 

 

― 

 

 

これまでの要望経緯 

 

制度創設：平成23年度 

延長：平成26年度（３年間） 
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